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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の５第１項の規定に基づく 

廃棄物処理計画の策定について（諮問） 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第５条の５第３項

の規定により、同条第１項の規定に基づく廃棄物処理計画について、貴審議会の意見を

求めます。 
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○写  

資料１ 



説 明 

 

１ 廃棄物処理計画とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」

という。）に基づき、都道府県が、環境大臣の定める基本方針に即して、廃棄物の減量

その他適正処理に関して定めるものであります。 

 

２ 本県では、産業廃棄物の処理に関する計画を昭和４８年以来数次にわたり策定して

おり、また、平成１２年の廃棄物処理法改正以降は、一般廃棄物も含めた廃棄物の処

理に関する総合的な計画として「愛知県廃棄物処理計画」を策定し、廃棄物の減量化・

資源化の促進や、廃棄物の適正処理の推進など各種の施策を積極的に推進してきまし

た。 

 

＜愛知県廃棄物処理計画（平成２４年度～２８年度）における廃棄物の減量化目標＞ 

 平成２０年度実績に対する平成２８年度目標 

一般廃棄物 
排出量を 

約９％削減 

処理しなければならな

いごみの一人一日当た

りの量は、７２０ｇと 

する。 

排出量に対する再

生利用量の割合を

約２６％とする。 

最終処分量を 

約２３％削減 

産業廃棄物 
排出量を 

約６％削減 
－ 

排出量に対する再

生利用量の割合を

約６８％とする。 

最終処分量を 

約１８％削減 

 

３ 各種取組の結果、廃棄物の減量化が図られている状況にありますが、前回計画策定

後、東日本大震災での教訓を踏まえ、非常災害時における廃棄物の適正な処理に関す

る施策を推進する必要があること、循環型社会と地球温暖化にも配慮した低炭素社会

を統合的に実現するための取組を充実させる必要があることなど、廃棄物処理を取り

巻く情勢は変化してきました。 

 

４ 本県では、今日的な状況変化に対応し、諸課題の解決を図るべく、循環型社会への

転換をさらに進めていく必要があると考えています。 

こうしたことから、平成２９年度からの新たな愛知県廃棄物処理計画を策定するに

あたり、貴審議会の意見を求めるものです。 


